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「スポーツ教室」開催に向けた感染拡大予防ガイドライン 

 

公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン  

 

１ はじめに 

新型コロナウイルス感染症は、令和２年２月に県内で初めて陽性患者が確認されて以来、速い

スピードで感染が拡大しており、クラスターと呼ばれる集団感染の発生や変異株の流行も脅威で

す。この感染症は感染力が極めて高く、学校や事業の休止、外出の自粛など、社会に大きな影響

を及ぼしています。 

こうした中で、本県では「オール岐阜」の体制により、スピード感を持って徹底した対策が行

われ、クラスターの早期終息など一定の成果を上げてきました。 

今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えるため、これまでの取組を踏まえ、感染

症対策の基本的な考え方を明確にしておくことが必要であり、当法人として、「スポーツ教室」開

催に向けた感染拡大予防ガイドラインを策定するものです。 

 

２ 「スポーツ教室」開催の基本的な考え方 

「スポーツ教室」は、参加者の皆さんが安全・安心にスポーツを楽しむことを前提として開催

するものです。そのためには、三つの密（密閉、密集、密接）を避けることはもちろん、一つの

密であっても注意が必要です。大声での発声や声援、近距離での会話をしないこと、感染防止対

策（手洗い、マスクの着用、室内の換気など）を習慣化するなど、感染のリスクを徹底的に避け

なければなりません。 

「スポーツ教室」の指導者、参加者と保護者の皆さんには、感染防止策の内容を十分にご理解

のうえ、それぞれに責任ある行動をお願いします。 

 

３ 「スポーツ教室」開催時の感染防止策 

（１） 当法人事務局が準備すべきこと  

  ① コロナガードによる感染防止システム 

事務局の理事長、事務局長をコロナガード、各スポーツ教室の指導者代表1名をコロナ 

ガード・アシスタントとして指名し、感染防止対策の徹底を図る。 

② 参加者名簿と活動日誌、緊急連絡先名簿の作成 

事務局は、「スポーツ教室」の参加者名簿と活動日誌を作成し、指導者が開催期日、当日 

の体温、体調の確認を記録できるよう用意するとともに、緊急連絡先名簿を整えること。 

③ 手指消毒剤の用意 

    事務局は、参加者がこまめに手指消毒できるよう、手指消毒剤を用意すること。 

  ④ 参加者と指導者が遵守すべき内容の周知徹底 

    事務局は、以下に示す参加者と指導者が遵守すべき内容について、事前に周知徹底を図 

ること。 
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（２）参加者の皆さんに遵守していただきたいこと 

① 体調の確認（小中学生の場合は、保護者が責任をもって確認してください。） 

参加者は、当日の体温が平熱であり、また、過去２週間以内に、次の事項に該当しない

ことを確認してください。 

ア 平熱を超える発熱 

イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状 

ウ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） 

エ 嗅覚や味覚の異常 

オ 体が重く感じる、疲れやすい 

カ 濃厚接触者と判断された場合（※） 

キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ク 過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、

地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

（※）濃厚接触者の判断は保健所で行われますが、参考までに一般的に濃厚接触者とは、 

   陽性者の感染可能期間に接触した人の中で、次の事項に該当する方。 

  ・ 陽性者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった。 

  ・ 適切な感染防護なしに陽性者を看護または介護していた。 

  ・ 陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い。 

・ 手が触れる距離（約１ｍ）で、感染予防なしで患者と１５分以上の接触があった。 

② マスクの準備と着用 

参加者は、マスクを必ず準備してください。スポーツ中のマスク着用は参加者の判断と

します。参加の受付、着替え、スポーツをしていない間、会話をする時には、マスクを着

用してください。 

③ 集合時の留意点 

参加者は、活動中に集合する際には約２ｍの距離を空け、密（密閉、密集、密接）を避

けるとともに、会話の時にマスクを着用し、感染対策に配慮してください。 

   

（３）指導者が遵守すべきこと 

① 参加者の出欠席、体温測定、体調の確認 

   指導者は、参加者の出欠席、体温測定、過去２週間以内の体調を確認し、所定の参加者

名簿に記録すること。 

② 手指消毒、施設の消毒 

指導者は、所定の手指消毒剤を活動場所に用意し、参加者がこまめに消毒や手洗いがで

きるよう、配慮すること。また、複数の参加者が触れると考えられる場所（ドアノブ、ロ

ッカーの取手、テーブル、椅子等）については、こまめに消毒すること。 

③ 招集時の留意点 

    指導者は、活動中に参加者を招集する際には約２ｍの距離を空け、密（密閉、密集、密

接）を避けること。また、会話の時にマスクを着用し、感染対策に配慮すること。 

④ 休憩時間 

指導者は、休憩時間を設ける際には約２ｍの距離を空け、密（密閉、密集、密接）を避

けること。また、室内では換気扇を常に回し、換気用の小窓を開けるなど、換気に配慮す

ること。 
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（４）スポーツを行う際に留意すべきこと 

① 十分な距離の確保 

スポーツを行う際には呼気が激しくなるため、できるだけ周囲の人と距離（※）を空ける

こと。（※）感染予防の観点からは少なくとも２ｍの距離を空けることが重要。 

  ② ランニングなどの位置取り 

ランニングなどの場合は、前の人の呼気の影響を避けるため、できるだけ前後一直線に

並ぶのではなく、並走や斜め後方に位置取ること。 

③ 水分補給 

水分補給の際は、スポーツドリンクなどの回し飲みをしないこと。また、指定場所以外

で行わず、できるだけ周囲の人と距離をとって摂取すること。 

④ 室内種目での換気 

   室内種目では換気扇を常に回し、扉や窓を開けるなど、換気に配慮すること。 

⑤ 競技特性に応じた対策、感染予防のマナー 

   ア 各中央競技団体において、競技特性に応じた感染防止策が示されている場合は、必

要な取組を行うこと。 

イ スポーツ中に、唾や淡を吐くことは極力行わないこと。 

   ウ タオルなどの共用はしないこと。 

   エ 飲みきれなかったスポーツドリンクなどを指定場所以外（例えばグラウンド内）に

捨てないこと。 

 

４ 「スポーツ教室」参加者がＰＣＲ検査を受検したり感染等が判明した場合の対応 

（１） 参加者から当法人事務局への連絡 

    参加者は、自身の体調不良によって、または保健所等からの指示によってＰＣＲ検査を

受検することになった場合は、速やかに事務局に連絡をしてください。同様に、保健所あ

るいは病院等から陽性または濃厚接触者との判定を伝えられた場合も、速やかに事務局に

連絡をしてください。（連絡の際には、教室実施の可否判断や関係機関への情報提供の関係

で参加者の状況等について聞き取りをいたします。） 

 

（２） 当法人事務局から関係機関への連絡 

    参加者からの連絡を受け、事務局から関係機関へ速やかに情報を伝えること。 

    ア 参加者の関係市町教育委員会 

    イ 朝日大学「学事第一部長」及び「体育会長」 

    ウ 県地域スポーツ課「地域スポーツ係」     連絡先：058-272-1111(内2953) 

    エ 県スポーツ協会「事務局長」         連絡先：058-297-2567 

 ※ 陽性者の情報：氏名（年齢・性別）、住所、所属校（学年）、スポーツ教室（種目・日時・場所）など。

（個人情報につき必要最低限の情報を関係者止めで取り扱います） 

 

（３）当法人事務局と関係機関との連携 

① 陽性者の「行動履歴調査」への協力 

陽性者の「行動履歴調査」に協力するため、「スポーツ教室」の開催日時、使用施設、指

導者、参加者名簿、活動日誌、感染防止策チェックリストなどの情報を提供すること。 
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 ② 使用施設の「消毒」への対応 

    使用施設の「消毒」が指示された場合は、指定された場所を消毒すること。 

  ③ 保健所の「スポーツ教室」中止期間の設定への対応 

    保健所が「スポーツ教室」の中止期間を設定した場合は、その間の活動を中止するとと

もに、関係者へ速やかに連絡すること。 

 

５ 「スポーツ教室」使用施設の管理機関で感染が判明した場合の対応 

 大学やスイミングスクールなど、「スポーツ教室」で使用する施設の管理機関で、感染判明等の

理由により施設が使用禁止となった場合は「スポーツ教室」を中止とします。再開の時期や振替

日等については、状況を勘案しながら随時連絡をします。 

 

６ 「スポーツ教室」開催時の感染防止策チェックリスト 

「スポーツ教室」開催時の感染防止策チェックリスト 

□ 参加者の出欠席、体温測定、体調の確認を行うこと。 

平熱を超える発熱、咳、のどの痛みなど風邪の症状の場合は、参加しないこと。 

 

□ 濃厚接触についての説明、確認を行うこと。 

   同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合、過去１４日以内に政府から入国制

限が必要な国や地域への渡航がある場合、その在住者と濃厚接触がある場合は、参加でき

ないこと。 

 

□ マスクを持参し、適切に着用すること。 

参加受付、着替え、スポーツをしない間、会話をする時には、マスクを着用すること。 

 

□ 集合する際は、三つの密（密閉、密集、密接）を避けること。 

また、会話の時にマスクを着用するなど、感染対策に十分配慮すること。大きな声での

発声や声援、会話をしないこと。 

 

□ 手指消毒を実施すること。 

手指消毒剤を活動場所に用意し、こまめに消毒や手洗いを行うこと。 

 

□ 休憩・待機場所では、三つの密（密閉、密集、密接）を避けること。 

また、室内では換気扇を常に回し、扉や窓を開けること。 

 

□ スポーツを行う際は、十分な距離を確保すること。 

スポーツを行う際には呼気が激しくなるため、周囲の人と少なくとも２ｍの距離を空け

ること。 

 

□ ランニングなどの位置取りに配慮すること。 

できるだけ前後一直線に並ぶのではなく、並走あるいは斜め後方に位置取ること。 
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□ 水分補給の際は、スポーツドリンクなどの回し飲みをしないこと。 

また、指定場所以外で行わず、できるだけ周囲の人と距離をとって摂取すること。 

 

□ 室内種目では、換気に配慮すること。 

室内種目では換気扇を常に回し、扉や窓を開けること。 

 

□ その他、感染予防のマナーに留意すること。 

スポーツ中に、唾や淡を吐くことは極力行わないこと。 

タオルなどの共用はしないこと。 

飲みきれなかったスポーツドリンクなどを指定場所以外に捨てないこと。 

 

 

【参考】「スポーツ教室」参加者関係 

 

新型コロナウイルス感染症に関する帰国者・接触者相談センター窓口一覧 

 

岐阜県の所管区域 保健所等 電話番号 

岐阜市 岐阜市保健所 058-252-0393地域保健課 

羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡 岐阜保健所 058-380-3004 

大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡 西濃保健所 0584-73-1111（内線273） 

関市・美濃市・郡上市 関保健所 0575-33-4011（内線360） 

美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡 可茂保健所 0574-25-3111（内線358） 

多治見市・瑞浪市・土岐市 東濃保健所 0572-23-1111（内線361） 

中津川市・恵那市 恵那保健所 0573-26-1111（内線258） 

 

愛知県、三重県の所管区域 保健所等 電話番号 

愛知県一宮市 一宮保健所 0586-72-1699 

三重県四日市市 四日市保健所 059-352-0594 

三重県桑名市・三重郡 桑名保健所 0594-24-3619 

 



コロナガード・アシスタント

各教室のコロナガード・アシスタントは下記のとおりとする

ホッケー⽔曜⽇コース

ホッケー⽊曜⽇コース

ラグビーフットボール 佐藤 健輔

ハンドボール 伊藤 裕希

シニア卓球

ジュニア卓球

硬式テニス中学⽣コース

硬式テニス⼩学⽣コース

剣道 森 啓⽰

相撲 髙橋 重⼈

フェンシング朝⽇⼤コース 井上 裕⼆

⽔泳

ジュニア⽔泳

藤井 ⾠憲

⽶塚 暁

野々川 正⼈

古⽥ 憲司



地ス第１３３号  

令和３年５月２８日  

岐阜県認定総合型地域スポーツクラブ 

代表者 様 

岐阜県清流の国推進部  

地域スポーツ課長  

 

 

岐阜県認定総合型地域スポーツクラブの活動における 

新型コロナウイルス感染症への対応について（依頼） 

 

 

 平素から本県の感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、スポーツ活動の運営については、令和３年５月１３日付地ス第１１１号に

て、まん延防止等重点措置の指定を踏まえた感染防止対策の徹底を依頼したところ

です。 

 しかし、今後は感染対策だけでなく、貴クラブ関係者の中で感染の疑いが生じた

場合についても適切な対応が求められるため、対応ガイドラインを作成しました。 

 つきましては、別添「岐阜県認定総合型地域スポーツクラブ新型コロナウイルス

感染症への対応フロー図」をご確認のうえ、適切に対応いただきますよう関係者へ

の周知をお願いします。 

 なお、この対応についてご不明な点がありましたら、下記担当までご連絡くださ

い。 

 

 

岐阜県清流の国推進部地域スポーツ課地域スポーツ係 

担当係長  水 谷 担 当 安 藤 

ＴＥＬ 058-272-8762 ＦＡＸ 058-278-2604 

E-mail ando-yoshiaki1@pref.gifu.lg.jp 



①発熱等風邪の症状を確認した場合。

②保健所から、濃厚接触者あるいは、感染者との接触の可能性がある者として認められた場合。

　①発熱等風邪の症状を確認

　②保健所から認められた場合

「感染者との接触の
可能性がある者」

参加を見合わせる

クラブ
活動状況

検査判定

ＰＣＲ検査開始 ＰＣＲ検査開始

医療関係機関を受診

「会員」・「指導者」
「スタッフ（事務局員
含む）」

クラブ関係者

クラブ関係者の
家族等

参加を見合わせる

体調を考慮し
活動に参加可能

ＰＣＲ検査の必要性

「濃厚接触者」

★活動の停止や再開について、不明な点がある場合は、地域スポーツ課にお問合せください。

岐阜県認定総合型地域スポーツクラブ　新型コロナウイルス感染症への対応　フロー図

感染者との最終接
触日から２週間程
度の自宅療養を経
て活動に復帰

体調を考慮し
活動に参加可

能

　クラブ関係者（「会員」や「指導者」・「スタッフ（事務局員含む）」）、また「その家族等」が、下記①あるいは②の状
況を認めた場合には、以下のフロー図に従い対応を図ることとする。

陽性 陰性

医療従事者の指示の
もと療養を経て
活動に復帰

陰性 陽性

活動に
参加可能

陰性

検査判定 検査判定

陽性

ＰＣＲ検査開始

クラブ事務局へ結果の連絡

クラブ事務局へ速やかに連絡

クラブ事務局へ連絡活

動

中

【教室またはサークルの

活動停止】

１．ＰＣＲ検査の対象※であ

ることの連絡を受けた事務局

は、「対象者が参加していた

教室またはサークル」を”活動

停止”することとし、参加者へ

速やかに周知を図る。

※「濃厚接触者」または「感

染者との接触の可能性がある

者」がＰＣＲ検査の対象と

なった場合を含む。

２．事務局は、岐阜県清流の

国推進部地域スポーツ課へ、

活動を停止したことを伝え、

その後、検査結果も報告する。

３．関係者は情報の収集に努

め再開の時期を協議する。

活

動

停

止

中

ＰＣＲ検査の対象者となる

活動を再開するには

活動の再開には、以下の条件を満たす必要があり、再開することを地域スポーツ課へ報告することとする。

１．活動場所及びその周辺、また使用している用具等をすべて消毒すること。

２．関係者のＰＣＲ検査が完了し、“感染者と接触した可能性がある者”全員の「陰性」を確認すること。

活

動

再

開

あるない
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